
わたしらしく輝く　あしたのために　
お互いに尊重しあう　共同参画のまちを目指して

国民健康保険・後期高齢者医療制度
６月から入院時の食事代（標準負担額）が変わります

地域共創課人権・多文化共生係☎0824-73-1154

保健医療課医療予防係☎0824-73-1155　市民保険課国保年金係☎0824-73-1158

危
険
物
安
全
週
間　
　
　
　
　

６
月
７
日
㈰
～
13
㈯

　

毎
年
６
月
の
第
２
週
は
「
危
険

物
安
全
週
間
」
で
す
。
危
険
物
を

取
り
扱
う
事
業
所
の
自
主
保
安
体

制
の
確
立
を
呼
び
掛
け
る
と
と
も

に
、
広
く
国
民
の
危
険
物
に
対
す

る
意
識
の
高
揚
と
啓
発
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

危
険
物
と
は

　

消
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
、

①
火
災
発
生
の
危
険
性
が
大
き
い

②
火
災
拡
大
の
危
険
性
が
大
き
い

③
消
火
の
困
難
性
が
高
い

性
質
を
持
つ
も
の
を
指
し
ま
す
。

　

身
近
な
も
の
で
は
、ガ
ソ
リ
ン
、

灯
油
、
軽
油
、
濃
度
が
高
い
ア
ル

コ
ー
ル
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、容
器
の
内
圧
が
高
ま
り
、

中
身
が
噴
出
し
て
火
災
に
な
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
、
ガ
ソ
リ
ン
な
ど

は
直
射
日
光
の
当
た
ら
な
い
場
所

で
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

静
電
気
除
去
シ
ー
ト
に　
　
　

触
れ
て
い
ま
す
か
？

　

セ
ル
フ
式
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

で
給
油
す
る
際
、
静
電
気
に
よ
り

火
災
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

静
電
気
除
去
シ
ー
ト
に
触
れ
て

か
ら
給
油
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

「
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
現
象
」　　
　

ほ
こ
り
で
火
事
っ
て
本
当
？

　

ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
現
象
と
は
、
コ

ン
セ
ン
ト
と
プ
ラ
グ
の
間
に
ほ
こ

り
が
た
ま
り
、
湿
気
を
帯
び
る
こ

と
で
小
さ
な
火
花
放
電
を
繰
り
返

し
、
発
火
す
る
現
象
で
す
。

　

特
に
梅
雨
時
期
は
湿
度
が
高

く
、
ほ
こ
り
が
水
分
を
吸
収
し
て

電
気
が
流
れ
や
す
い
状
態
に
な
る

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
現
象
を
防
ぐ

た
め
に
で
き
る
こ
と
は
？

▪
差
し
込
ん
だ
ま
ま
の
電
気
製
品

　

の
プ
ラ
グ
を
抜
き
、
た
ま
っ
た

　

ほ
こ
り
を
取
り
除
く

▪
プ
ラ
グ
カ
バ
ー
や
コ
ン
セ
ン
ト

　

キ
ャ
ッ
プ
を
使
用
す
る

夏
本
番
前
に
熱
中
症
対
策
を
！

　

湿
度
の
高
い
蒸
し
暑
い
日
が
続

く
６
月
ご
ろ
か
ら
、
熱
中
症
に
よ

る
救
急
搬
送
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

夏
本
番
前
か
ら
、
暑し

ょ
ね
つ熱
順じ

ゅ
ん
か化
で

体
を
暑
さ
に
慣
ら
し
て
い
く
と
と

も
に
、水
分
補
給
は
計
画
的
か
つ
、

小
ま
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

備
北
消
防
で
は
、
救
命
講
習
を

定
期
開
催
し
て
い
ま
す
！

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ほ
の
ぼ
の
ネ
ッ
ト
で
は
、
市
内

全
域
を
対
象
に
、
楽
し
み
な
が
ら

学
べ
る
子
育
て
講
座
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

　
子
育
て
に
関
す
る
不
安
や
悩
み

を
和
ら
げ
る
ヒ
ン
ト
が
見
つ
か
る

ほ
か
、
保
護
者
同
士
の
交
流
の
場

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

講
座
っ
て
ど
ん
な
感
じ
？

　

講
座
は
、
子
育
て
家
庭
や
支
援

者
な
ど
が
集
ま
り
、
和
や
か
な
雰

囲
気
で
行
っ
て
い
ま
す
。

参
加
者
の
声

▪
防
災
の
講
座
で
は
、
新
し
い
情

　

報
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
家
族

　

で
も
共
有
し
た
い
と
感
じ
た

▪
歯
磨
き
指
導
で
は
、
自
分
の
や

　

り
方
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で

　

き
、
自
信
に
つ
な
が
っ
た

▪
同
年
代
の
子
ど
も
を
育
て
る
保

　

護
者
と
の
交
流
が
あ
り
、
楽
し

　

く
参
加
で
き
た

本
年
度
の
講
座
予
定

▪
パ
パ
講
座

▪
ア
ロ
マ
講
座

▪
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
講
座

▪
防
災
対
策
講
座

▪
保
育
所
入
所
説
明
会　

な
ど

　

講
座
の
詳
細
は
、
庄
原
ほ
の
ぼ

の
ネ
ッ
ト
ア
プ
リ
ま
た
は
広
報
紙

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
講
座
へ
参
加
す
る
に
は

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

希
望
す
る
場
合
は
、
ほ
の
ぼ
の

ネ
ッ
ト
へ
の
電
話
ま
た
は
「
庄
原

ほ
の
ぼ
の
ネ
ッ
ト
ア
プ
リ
」
で
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｗ
Ｅ
Ｂ
予
約

庄
原
ほ
の
ぼ
の
ネ
ッ
ト
ア
プ
リ

　ほのぼの子育て講座に
　　　　　参加してみませんか

ほのぼのネット☎0824-73-0051

庄原消防署からのお知らせ

庄原消防署☎0824-72-9911・東城消防署☎08477-2-4005

▲歯磨き・虫歯予防講座

▼ベビーマッサージ講座

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

　

性
別
に
関
わ
ら
ず
、
職
場
や
学

校
、
地
域
、
家
庭
で
そ
れ
ぞ
れ
の

個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
「
男

女
共
同
参
画
社
会
」
を
実
現
す
る

た
め
に
は
、
皆
さ
ん
一
人
一
人
の

取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
国
に
お
い
て
は
「
第
５

次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
に

基
づ
き
、
女
性
の
経
済
的
自
立
や

男
性
の
育
児
・
家
事
へ
の
参
画
、

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た

防
災
な
ど
の
施
策
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
変
化
す
る
社
会
情
勢
に

合
わ
せ
、
デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
活

躍
や
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
、
誇

り
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
る
社
会
の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
も
進
ん

で
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
男
女
共
同

参
画
社
会
実
現
の
た
め
、「
第
２

次
庄
原
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン

（
後
期
計
画
）」
に
基
づ
き
、
各
種

啓
発
事
業
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

本
年
度
は
、
次
期
計
画
と
な
る

「
第
３
次
庄
原
市
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
」
の
策
定
年
に
あ
た
り
ま

す
。

　

慣
習
や
社
会
制
度
な
ど
、
性
別

に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識

を
改
め
、
お
互
い
に
思
い
や
り
、

尊
重
し
な
が
ら
平
等
に
参
画
で
き

る
社
会
の
実
現
に
努
め
ま
し
ょ

う
。毎

年
６
月
23
日
～
29
日
は　

男
女
共
同
参
画
週
間

　

内
閣
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
毎

年
６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
の
１

週
間
を
「
男
女
共
同
参
画
週
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

は
、
中
学
生
か
ら
20
代
の
若
い
世

代
を
中
心
に
募
集
さ
れ
、
審
査
の

結
果
、

　
「
あ
な
た
ら
し
さ
が
、　

　
　
　
　
　
　
社
会
の
チ
カ
ラ
」

に
決
定
し
ま
し
た
。

　

市
は
男
女
共
同
参
画
事
業
と
し

て
、
６
月
24
日
か
ら
市
内
７
会
場

（
庄
原
・
西
城
・
東
城
・
口
和
・

高
野
・
比
和
・
総
領
地
域
）
で
巡

回
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら

男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

　

６
月
か
ら
、
入
院
時
の
食
事
代

の
標
準
負
担
額
が
表
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

入
院
時
の
食
事
代
の
　
　
　
　

標
準
負
担
額
と
は
？

　

病
気
や
け
が
な
ど
で
入
院
し
た

際
に
、
診
療
や
薬
に
か
か
る
費
用

と
は
別
に
、
食
事
代
と
し
て
自
己

負
担
す
る
こ
と
に
な
る
１
食
当
た

り
の
金
額
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
金
額
は
世
帯
の
所
得
状
況

に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

認
定
証
の
申
請
・
提
示
は　

原
則
不
要
に
な
り
ま
す

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
て
い
る
医
療
機
関
で

は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格

確
認
書
を
提
示
し
て
情
報
提
供
に

同
意
す
れ
ば
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
申

請
・
提
示
を
し
な
く
て
も
、
減
額

後
の
標
準
負
担
額
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
受
診
す
る
医
療
機

関
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

※
た
だ
し
、
過
去
12
カ
月
の
入

院
日
数
が
90
日
を
超
え
る
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
人
で
、
入
院
時
食

事
代
の
減
額
を
さ
ら
に
受
け
る
場

合
は
、
市
へ
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

■入院時の食事代の標準負担額（１食当たり）

所得区分
標準負担額（１食当たり）

令和８年５月まで 令和８年６月から
住民税課税世帯 510円 　　550円※１

住民税非課税世帯
低所得Ⅱ

90日までの入院 240円 270円
長期入院該当（過去12ヵ月
で90日を超える入院）※２ 190円 220円

低所得Ⅰ（住民税非課税世帯かつ一定所得以下） 110円 130円
※１　指定難病や小児慢性特定疾病など（県が交付する「特定医療費（指定難病）受給者証」や
　　　「小児慢性特定疾病受給者証」を持っている人）で入院する人は、１食当たり330円となります。
※２　「長期入院該当」の標準負担額とするには、申請が必要です。

広報しょうばら／ 2026.6　10 11　2026.6 ／広報しょうばら


